
●　大型ごみ（指定袋に入らないもの）は戸別有料収集です。
（申込・お問合せは）大型ごみ収集センター (２８１－８１５３

●　悪質な不適正排出やアルミ缶等の持ち去りについては、
法律または 条例により、罰則などが科せられる場合があります。

町内会・自治会　

2週に1回 ● 封筒・はがき・紙箱・紙袋
    包装紙・台紙　など
　　（汚れていないもの）
※ 新聞・雑誌・ダンボールは
                     対象外です。

4週に1回 ●庭木の枝は長さ50cm以下
のものを、長さ１mくらいのひも
で縛って出してください。

●　空きびん

●　空き缶

●　ペットボトル

曜日 　（　　　　マークの付いた容器）

●　ごみは必ず収集日当日の朝、８時３０分までに
ごみステーションへ出してください。
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毎週 ●　パック・カップ類

●　ポリ袋・ラップ・トレイ類

●　プラスチック製ボトル類

※材木類や冬囲い用品等は
　　　　　　　　　　 対象外です。

曜日 　（　　　　マークの付いた容器）

毎週

4週に1回 ●　ガラス・せともの

●　ブロック･レンガ

●　小型家電製品

●　金属製品　　　　　　　など

指
定
袋
で

毎週 ●　生ごみ

●　汚れた紙

・ ●　革・ゴム・ビニール製品

曜日 ●　製品プラスチック 　  など
火 金


